
一　

ネ
パ
ー
ル
の
歴
史
と
仏
教

　

１
．
時
代
区
分

　

ネ
パ
ー
ル
は
、
経
済
・
文
化
地
域
と
し
て
、
東
部
・
中
部
・
中
西
部
・
西
部
・
極
西
部
の
五
地
域
、
ま
た
地
形
上
の
区
分
と
し
て
、

平
野
・
丘
陵
・
山
岳
の
三
地
帯
に
分
か
れ
、
首
都
カ
ト
マ
ン
ズ
が
あ
る
カ
ト
マ
ン
ズ
盆
地（
１
）（

以
下
、
盆
地
と
略
す
）
は
、
地
形
的
に
丘

陵
地
帯
、
文
化
的
に
中
部
地
域
に
あ
り
、
ネ
パ
ー
ル
の
中
心
地
域
で
あ
る
。
時
代
区
分
と
し
て
は
、
古
代
期
、
中
世
期
、
近
世
・
現
代

期
と
変
遷
し
て
お
り
、
古
代
か
ら
の
独
立
国
で
あ
り
、
か
つ
中
国
と
イ
ン
ド
の
緩
衝
国
で
あ
り
、
盆
地
内
は
早
く
か
ら
政
治
・
文
化
・

地
理
上
、
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
る
。
詳
細
に
は
以
下
の
よ
う
に
区
分
さ
れ
る
。

ⅰ 

）
古
代
期
：
リ
ッ
チ
ャ
ヴ
ィ
（
族
）（Licchavi

）
王
朝（

２
）以

前
（
五
世
紀
以
前
）
は
盆
地
を
中
心
に
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
未
詳
の
史

実
が
い
ま
だ
に
多
い
。

ⅱ 

）
史
的
古
代
期
：
リ
ッ
チ
ャ
ヴ
ィ
王
朝
時
代
（
五
〜
九
世
紀
）
で
、
盆
地
中
心
に
統
治
し
た
時
代

ⅲ 

）中
世
期
：
リ
ッ
チ
ャ
ヴ
ィ
王
朝
滅
亡
後
で
、前
期（
八
七
九
〜
一
四
、五
世
紀
）、後
期（
一
四
、五
世
紀
〜
一
七
六
九
年
）に
二
分
さ
れ
、

ネ
パ
ー
ル
仏
教
の
特
徴
と
現
状
に
つ
い
て

　
　

 

辻　

井　

清　

吾

八
三



前
期
は
デ
ー
ヴ
ァ
王
族
、
三
大
勢
力
分
立
時
代
（
前
期
マ
ッ
ラ
（
族
）（M

（
３
）

alla

）
朝
、
カ
サ
王
国
、
テ
ィ
ル
フ
ッ
ト
王
国
）
に
細
分

さ
れ
る
。

ⅳ 
）
後
期
：
小
王
国
分
立
・
分
裂
の
時
代
に
入
り
。
盆
地
内
は
マ
ッ
ラ
王
朝
の
三
都
（（
カ
ト
マ
ン
ズ
（
カ
ン
テ
ィ
プ
ー
ル
）・
バ
ク
タ
プ
ー

ル
・
パ
タ
ン
（
ラ
リ
ト
プ
ー
ル
））
王
国
に
、
其
の
他
は
西
部
で
二
二
諸
国
、
中
部
で
二
四
諸
国
の
小
王
国
時
代
に
な
る
。

ⅴ 

）
近
世
期
：
ゴ
ル
カ
（Gorkha

）
王
朝
時
代
（
一
七
六
九
〜
二
〇
〇
八
年
）
と
な
り
、
一
七
六
九
年
プ
リ
シ
ュ
ビ
ナ
ラ
ヤ
ン
・
シ
ャ

ハ
大
王
が
全
土
を
統
一
し
、シ
ャ
ハ
（Shah

）
王
朝
と
な
る
。
歴
代
の
ヒ
ン
ズ
ー
教
徒
の
国
王
は
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神
の
化
身
と
言
わ
れ
、

憲
法
に
明
記
さ
れ
て
き
た
。（
一
七
六
九
〜
二
〇
〇
八
年
）

ⅵ
）
現
在
：
王
国
か
ら
共
和
制
時
代
へ
（
二
〇
〇
八
年
〜
現
在（
４
））

二　

ネ
パ
ー
ル
仏
教
の
現
状

　

１
．
概
要

　

ネ
パ
ー
ル
連
邦
民
主
共
和
国
は
一
〇
〇
余
に
及
ぶ
多
民
族
・
多
言
語
か
ら
な
る
共
和
制
国
家
で
あ
る
。
各
民
族
は
自
ら
固
有
の
言
語

を
母
語
に
す
る
。
ネ
ワ
ー
ル
人
は
ネ
ワ
ー
ル
語
を
母
語
と
し
て
殆
ど
は
先
住
民
と
し
て
盆
地
内
に
居
住
し
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
又
は
仏
教
を

信
仰
し
て
い
る
。
現
在
、
国
内
で
は
次
の
四
つ
の
仏
教
が
存
在
す
る
。

①　

盆
地
に
古
代
か
ら
居
住
す
る
ネ
ワ
ー
ル
人
に
よ
り
信
仰
さ
れ
る
ネ
ワ
ー
ル
仏
教

②　

一
九
五
九
年
の
チ
ベ
ッ
ト
政
変
以
後
、
難
民
と
し
て
ネ
パ
ー
ル
に
移
住
し
た
、
チ
ベ
ッ
ト
人
に
よ
り
信
仰
さ
れ
る
チ
ベ
ッ
ト
仏
教

③　

ミ
ャ
ン
マ
ー
、
ス
リ
ラ
ン
カ
の
支
援
に
よ
り
、
一
九
三
〇
年
代
に
活
動
が
開
始
さ
れ
、
近
年
活
発
な
テ
ー
ラ
ヴ
ァ
ー
タ
仏
教

④　

チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
影
響
を
受
け
た
山
岳
地
域
に
信
仰
さ
れ
る
仏
教
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盆
地
内
で
は
、
①
、
②
、
③
の
仏
教
が
見
ら
れ
る
。
②
の
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
は
ボ
ー
ド
ナ
ー
ト
、
ス
ワ
ヤ
ン
ブ
ナ
ー
ト
を
中
心
に
ネ
ワ
ー

ル
仏
教
に
見
ら
れ
な
い
充
実
し
た
僧
団
組
織
に
よ
る
宗
教
活
動
を
行
っ
て
お
り
、
寺
院
維
持
に
も
寄
与
（
盆
地
郊
外
パ
ル
ビ
ン
に
あ
る

ヴ
ァ
ジ
ュ
ラ
・
ヨ
ー
ビ
ー
ニ
ー
寺
院
は
ネ
ワ
ー
ル
寺
院
で
あ
る
が
、
チ
ベ
ッ
ト
人
の
補
助
を
受
け
た
）
し
て
い
る
。
④
に
つ
い
て
は
、

盆
地
内
で
は
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
な
い
。
現
状
か
ら
し
て
、ネ
ワ
ー
ル
仏
教
は
、日
常
生
活
に
於
け
る
儀
礼
、通
過
儀
礼
を
通
じ
て
、

盆
地
内
を
主
と
し
た
伝
統
的
役
割
は
維
持
さ
れ
て
い
る
。
ネ
ワ
ー
ル
仏
教
を
広
義
に
は
ネ
パ
ー
ル
仏
教
と
も
称
す
る
。
ネ
パ
ー
ル
の

宗
教
的
な
意
義
を
考
え
る
場
合
に
、
非
常
に
興
味
深
い
行
事
が
あ
る
。
盆
地
西
方
に
あ
る
パ
シ
ュ
パ
テ
ィ
ナ
ー
ト
寺
院
（
ヒ
ン
ズ
ー
教

の
聖
地
）
は
、
一
年
の
内
の
あ
る
一
日
の
み
で
あ
る
が
、
ご
神
体
の
本
尊
シ
ヴ
ァ
・
リ
ン
ガ
（
リ
ン
ガ Lingam

：
男
根
と
、
ヨ
ー
ニ 

Y
oni

：
女
陰
の
結
合
を
子
宮
の
側
か
ら
見
て
造
形
化
し
て
い
る
）
を
交
換
す
る
。
本
尊
は
仏
の
冠
を
被
せ
ら
れ
、
仏
教
徒
の
礼
拝
を
受

け
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
シ
ヴ
ァ
・
リ
ン
ガ
の
世
界
観
（
盆
地
全
体
が
シ
ヴ
ァ
神
の
妃
で
あ
る
女
神
の
子
宮
の
内
で
あ
る

事
）
は
、最
も
直
截
的
な
方
法
で
仏
教
の
世
界
観
（
盆
地
と
い
う
現
実
世
界
は
壺
の
中
（
壺
中
人
）
で
あ
っ
た
）
に
逆
転
さ
れ
て
し
ま
う
。

こ
の
不
思
議
な
伝
統
は
、
二
つ
の
世
界
観
を
表
裏
一
体
の
関
係
に
統
合
す
る
。
こ
の
よ
う
な
事
柄
は
ネ
パ
ー
ル
で
も
他
に
例
が
な
い
。

　

ネ
パ
ー
ル
の
仏
教
は
主
に
大
乗
仏
教
と
真
言
密
教
（
金
剛
乗
）
と
の
混
合
で
あ
る
。

　

伝
説
に
よ
る
と
、
カ
ト
マ
ン
ズ
の
谷
は
昔
大
き
な
湖
で
あ
っ
た
が
、
多
く
の
仏
が
や
っ
て
き
て
湖
の
中
の
蓮
を
運
ん
で
帰
っ
た
。
後

に
文
殊
が
来
て
山
を
切
り
湖
を
埋
め
、
ま
た
ダ
ル
マ
カ
ー
ラ
菩
薩
が
こ
れ
を
干
拓
し
て
現
在
の
ネ
パ
ー
ル
谷
に
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。

ネ
パ
ー
ル
で
は
「
九
つ
の
教
え
（N

aya D
harm

a

）」
が
尊
ば
れ
て
い
る
。

一　

八
千
頌
般
若
、
二　

華
厳
経
、
入
法
界
晶
、
三　

十
地
経
、
四　

月
燈
三
昧
経
、
五　

楞
伽
経
、
六　

法
華
経
、
七　

一
切
如
来

金
剛
三
業
最
上
秘
密
大
教
経
、
八　

ラ
リ
タ
・
ヴ
ィ
ス
タ
ラ
（
方
広
大
荘
厳
経
に
近
い
）、
九　

金
光
明
経
、
で
あ
る（

５
）。（

史
的
変
遷
は

別
表
六
参
照
）
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三　

国
勢
調
査
統
計
か
ら
見
た
仏
教
系
民
族
の
推
移
（
別
表
一
〜
四
）

　

二
〇
一
一
年
国
勢
調
査
（
十
年
毎
に
実
施
）
に
よ
れ
ば
、
ネ
パ
ー
ル
の
総
人
口
は
二
六
四
九
万
五
千
人
で
あ
り
、
宗
教
別
人
口
分

布
は
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
（H

indu

）
二
一
五
五
万
二
千
人
（
八
一
・
三
四
％
）、
仏
教
（Buddhism

）
二
三
九
万
六
千
人
（
九
・
〇
四
％
）、

イ
ス
ラ
ム
（Isram
）
一
一
六
万
二
千
人
（
四
・
三
九
％
）、
キ
リ
ス
ト
教
（Christianity

）
三
七
万
六
千
人
（
一
・
四
二
％
）、
そ
の
他

一
〇
〇
万
九
千
人
（
三
・
八
一
％
）
に
分
類
さ
れ
る
。

　

仏
教
徒
の
地
域
分
布
は
、
東
部
四
五
万
八
千
人
、
中
部
一
四
〇
万
九
千
人
、
西
部
四
〇
万
三
千
人
、
中
西
部
九
万
九
千
人
、
極
西
部

二
万
七
千
人
と
な
る
。

　

統
計
上
、
ネ
パ
ー
ル
仏
教
は
、
ネ
ワ
ー
ル
族
と
チ
ベ
ッ
ト
系
少
数
民
族
を
中
心
に
、
伝
統
的
に
信
仰
さ
れ
て
い
る
。
ネ
ワ
ー
ル
族
人

口
は
一
三
二
万
二
千
人
（
男
六
四
万
二
千
人
、
女
六
八
万
人
）（
四
・
九
九
％
）
で
あ
る
が
、
仏
教
徒
と
ヒ
ン
ズ
ー
教
徒
と
の
判
別
基
準

に
は
異
論
も
あ
り
、
在
家
仏
教
徒
数
は
実
際
に
は
本
統
計
数
よ
り
も
多
い
と
主
張
す
る
関
係
者
も
お
り
、
確
定
と
い
え
な
い
面
も
あ

る
。
過
去
の
国
勢
調
査
（
一
九
六
一
年
〜
二
〇
〇
一
年
）
に
お
い
て
も
、
中
位
カ
ー
ス
ト
内
の
調
査
対
象
者
は
、
以
前
に
、
ヒ
ン
ズ
ー

教
徒
と
し
て
登
録
を
承
認
さ
れ
た
人
々
で
も
、
仏
教
徒
で
あ
る
と
の
自
覚
を
次
の
国
勢
調
査
で
主
張
し
た
事
実
が
あ
っ
た
。
近
年
、
仏

教
徒
よ
り
も
盆
地
内
へ
居
住
す
る
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
増
加
が
著
し
い
。
伝
統
的
に
イ
ン
ド
国
境
沿
い
の
ル
ン
ビ
ニ
ー
（Lum

bini

）（
釈

迦
生
誕
地
）
地
域
は
イ
ス
ラ
ム
教
徒
が
多
い
が
、
一
九
九
〇
年
第
一
次
民
主
化
以
降
、
盆
地
内
に
モ
ス
ク
建
立
が
あ
り
、
信
者
数
の
移

動
が
目
立
つ
。（
一
九
八
一
年
六
五
万
三
千
人
、
二
〇
〇
一
年
九
五
万
四
千
人
）
そ
の
要
因
と
し
て
、
①　

イ
ス
ラ
ム
教
徒
人
口
は
、

一
九
九
一
年
調
査
よ
り
増
加
傾
向
に
あ
る
、
②　

チ
ベ
ッ
ト
系
少
数
民
族
は
政
府
に
よ
り
人
口
増
加
を
抑
制
さ
れ
、
地
域
に
偏
重
が
あ

る
、③　

ネ
ワ
ー
ル
内
の
混
合
カ
ー
ス
ト
は
ヒ
ン
ズ
ー
教
徒
と
登
録
さ
れ
、④　

パ
ン
チ
ャ
ヤ
ッ
ト
（Panchayat

）
時
代
（
一
九
六
〇
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年
一
二
月
〜
一
九
九
〇
年
四
月
第
一
次
民
主
化
迄
の
マ
ヘ
ン
ド
ラ
（M

ahendra

）・
ビ
レ
ン
ド
ラ
（Birendra

）
二
国
王
の
絶
対
専
制

に
よ
る
無
政
党
政
治
体
制
（P

（
６
）

anchayat

）
の
ヒ
ン
ズ
ー
化
政
策
に
よ
り
、
チ
ベ
ッ
ト
系
の
ヒ
ン
ズ
ー
教
徒
へ
の
転
換
が
あ
っ
た
、（
憲

法
に
て
、
国
家
は
ヒ
ン
ズ
ー
教
国
家
で
あ
る
と
成
文
化
）
等
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

一
九
七
一
〜
二
〇
一
一
年
国
勢
調
査
（
別
表
一
）
推
移
を
見
て
も
、
人
口
は
急
増
し
て
い
る
が
、
仏
教
徒
は
一
九
八
一
〜
一
九
九
一

年
に
急
増
し
た
。
そ
の
主
要
因
は
民
主
化
に
よ
り
、
以
前
の
王
制
時
代
に
お
い
て
、
チ
ベ
ッ
ト
系
民
族
間
で
は
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
徒
と
し

て
の
登
録
者
が
、
民
主
化
以
降
、
元
の
仏
教
徒
に
戻
り
、
か
つ
、
地
方
か
ら
盆
地
内
に
多
く
の
移
住
者
に
よ
る
、
顕
在
化
が
示
さ
れ
る
。

四　

ネ
ワ
ー
ル
族（
７
）の
仏
教
系
カ
ー
ス
ト
に
つ
い
て

　

１　

宗
教
的
見
地
か
ら
の
区
別

　

大
別
し
て
僧
侶
カ
ー
ス
ト
と
在
家
仏
教
徒
カ
ー
ス
ト
に
二
分
さ
れ
る
。

　

ⅰ　

僧
侶
カ
ー
ス
ト

　

僧
侶
カ
ー
ス
ト
に
属
す
る
の
は
、高
位
カ
ー
ス
ト
で
あ
る
ヴ
ャ
ジ
ラ
チ
ャ
リ
ヤ
（V

ajracharya

）
と
シ
ャ
キ
ャ
（ākya

、仏
教
僧
侶
、

釈
迦
族
の
末
裔
と
呼
ば
れ
る
）
の
姓
を
名
乗
る
人
々
の
み
で
あ
り
、
世
襲
制
の
司
祭
カ
ー
ス
ト
で
あ
る
。
彼
ら
の
殆
ど
は
盆
地
内
に
居

住
し
て
い
る
。
ヴ
ャ
ジ
ラ
チ
ャ
リ
ヤ
の
み
金
剛
阿
闍
梨
の
灌
頂
の
儀
式
を
受
け
、
シ
ャ
キ
ャ
と
区
別
さ
れ
る
。
ヴ
ャ
ジ
ラ
チ
ャ
リ
ヤ
は

職
業
的
司
祭
と
し
て
各
儀
式
を
行
う
資
格
を
得
る
が
シ
ャ
キ
ャ
は
得
ら
れ
な
い
。順
位
で
は
、ヴ
ャ
ジ
ラ
チ
ャ
リ
ヤ
が
上
位
で
シ
ャ
キ
ャ

が
次
位
に
あ
る
。
し
か
し
、
理
念
上
（
ま
た
は
、
実
際
の
出
家
の
儀
礼
で
も
）、
ヴ
ャ
ジ
ラ
チ
ャ
リ
ヤ
は
シ
ャ
キ
ャ
の
段
階
（
す
な
わ

ち
仏
陀
釈
尊
の
悟
り
の
段
階
）
を
経
た
上
で
、
儀
礼
執
行
者
の
地
位
に
就
く
事
に
な
っ
て
い
る（
８
）。

　

世
俗
の
職
業
と
し
て
、
両
者
は
金
銀
細
工
等
の
貴
金
属
の
手
工
・
細
工
職
人
が
多
く
、
寺
院
内
で
は
共
に
居
住
し
、
協
力
し
て
儀
礼

八
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を
行
う
事
が
多
い
。
ヴ
ャ
ジ
ラ
チ
ャ
リ
ヤ
と
シ
ャ
キ
ャ
は
「
グ
テ
ィ
」（guthi

）
と
呼
ば
れ
る
組
織
に
属
す
る
。「
グ
テ
ィ
」
と
は
サ

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
「
会
合
、
親
族
関
係
、
連
携
」
を
意
味
す
る
「
ゴ
ー
シ
ュ
レ
ィ
」
か
ら
の
派
生
語
で
あ
り
。
僧
侶
及
び
ネ
ワ
ー
ル
人

全
て
が
属
す
る
社
会
的
慣
習
、
宗
教
儀
式
、
宗
教
的
事
物
の
様
々
な
維
持
集
団
で
あ
り
、
例
え
ば
葬
式
の
た
め
の
共
同
扶
助
体
と
し
て

の
機
能
、尊
像
、塔
、堂
を
維
持
し
て
い
る
。
カ
ー
ス
ト
は
生
ま
れ
に
よ
り
規
定
さ
れ
る
が
、グ
テ
ィ
は
原
則
的
に
各
々
の
意
志
に
従
い
、

ど
こ
で
も
属
す
る
事
が
出
来
る
。
ヴ
ャ
ジ
ラ
チ
ャ
リ
ヤ
と
シ
ャ
キ
ャ
は
特
定
の
寺
院
と
連
携
の
グ
テ
ィ
に
属
し
、
寺
院
の
維
持
、
管
理
、

毎
日
の
儀
礼
（
日
常
供
養
）、
年
中
行
事
を
輪
番
で
行
っ
て
い
る
。
他
に
カ
ト
マ
ン
ズ
市
の
み
に
、
一
八
主
要
寺
院
の
ヴ
ャ
ジ
ラ
チ
ャ

リ
ヤ
が
所
属
す
る
「
ア
ー
チ
ャ
ル
ヤ
・
グ
テ
ィ
」
が
あ
る
。
両
者
に
は
通
婚
、
共
食
の
関
係
が
あ
る（
９
）。

　

ⅱ　

在
家
カ
ー
ス
ト

　

在
家
カ
ー
ス
ト
に
属
す
る
の
は
、
以
下
の
五
者
で
あ
る
。
①　

商
人
カ
ー
ス
ト
に
属
す
る
カ
ン
サ
カ
ー
ル
（
ブ
ロ
ン
ズ
細
工
職
人
）、

タ
ム
ラ
カ
ー
ル
と
タ
セ
ッ
ト（
銅
細
工
職
人
）、ト
ラ
ダ
ー
ル（
商
人
）、ス
タ
ピ
ッ
ト（
木
工
職
人
）等
の
混
成
カ
ー
ス
ト
。
②　

農
民
カ
ー

ス
ト
に
属
す
る
タ
ン
ゴ
ー
ル
、マ
ハ
ル
ジ
ャ
ン
等
の
姓
を
名
乗
る
人
々
で
、ジ
ャ
ー
プ
の
名
で
も
知
ら
れ
る
。
彼
等
は
往
々
に
ヒ
ン
ズ
ー

の
祭
礼
儀
式
に
も
参
加
し
、国
勢
調
査
で
ヒ
ン
ズ
ー
に
分
類
さ
れ
る
が
ヴ
ャ
ジ
ラ
チ
ャ
リ
ヤ
を
招
き
儀
式
も
行
う
。③　

ヴ
ィ
ヤ
ン
ジ
ャ

ン
カ
ー
ル
（
野
菜
栽
培
）、カ
ー
ピ
ト
（
理
髪
業
）
等
の
姓
を
持
つ
人
々
。
④　

カ
ド
キ
・
カ
パ
ー
リ
（
肉
屋
、葬
儀
の
際
に
楽
器
を
演
奏
）

⑤　

デ
ィ
ヤ
ラ
ー
、
チ
ャ
ー
ム
カ
ラ
（
共
に
清
掃
業
）
と
呼
ば
れ
る
最
下
層
の
人
々
。
か
ら
成
る
。

　

通
常
、
④
、
⑤
の
人
々
は
仏
教
徒
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
徒
の
区
別
が
明
確
で
な
く
、
儀
式
の
際
、
祭
司
に
仏
教
僧
、
ヒ
ン
ズ
ー
の
バ
ラ
モ

ン
を
呼
ぶ
か
で
区
別
さ
れ
る
と
い
わ
れ
る）
10
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。

　

２　

文
化
的
見
地
か
ら
の
区
別

　

盆
地
内
の
ネ
ワ
ー
ル
族
に
は
多
数
の
カ
ー
ス
ト
が
見
ら
れ
、
三
〇
余
に
も
及
ぶ
。
仏
教
司
祭
の
カ
ー
ス
ト
（
ヴ
ャ
ジ
ラ
チ
ャ
リ
ヤ
と

八
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シ
ャ
キ
ャ
）
は
存
在
す
る
が
、
実
際
に
は
司
祭
の
仕
事
を
行
う
カ
ー
ス
ト
で
も
剃
髪
、
出
家
せ
ず
、
妻
帯
、
飲
酒
、
肉
食
（
牛
、
豚
を

除
く
）
が
許
さ
れ
、
司
祭
の
役
割
は
ヒ
ン
ズ
ー
儀
礼
と
相
似
し
て
い
る
。

　

経
済
的
に
は
、高
位
カ
ー
ス
ト
層
が
経
済
、教
育
面
で
恵
ま
れ
て
い
る
傾
向
が
あ
り
、そ
の
層
の
人
々
が
有
利
な
職
業
に
従
事
し
易
い
。

社
会
・
文
化
面
で
は
、
そ
の
空
間
配
置
も
特
色
を
持
つ
。
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
四
ガ
ネ
シ
ュ
、
四
ナ
ラ
ヤ
ン
と
共
に
、
自
然
成
仏
像
と
い
わ

れ
る
四
大
観
音
（
赤
観
音
、
白
観
音
等
）
等
が
盆
地
内
（
カ
ト
マ
ン
ズ
・
パ
タ
ン
・
チ
ョ
ー
バ
ル
・
ナ
ラ
に
一
観
音
ず
つ
あ
る
）
に
配

置
さ
れ
、
集
落
内
外
に
神
仏
を
正
し
く
位
置
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
図
が
見
ら
れ
る
。
人
々
の
居
住
空
間
は
、
カ
ー
ス
ト
制
度
に
基
づ
い

て
配
置
さ
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
神
仏
の
曼
荼
羅
と
し
て
聖
化
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
秘
儀
性
、
儀
礼
指
向
、
集
団
性
、
重
層
し
た
聖

空
間
の
創
出
は
ネ
パ
ー
ル
社
会
の
代
表
的
特
徴
と
い
え
る
。
こ
の
自
然
成
仏
観
音
信
仰
は
や
が
て
チ
ベ
ッ
ト
に
伝
わ
り
、
チ
ベ
ッ
ト
で

尊
崇
さ
れ
た
幾
つ
か
の
観
音
霊
像
に
は
、
パ
タ
ン
と
カ
ト
マ
ン
ズ
の
観
音
と
同
本
同
柄
で
あ
る
と
い
う
伝
説
が
生
ま
れ
た
。
我
が
国
の

長
谷
寺
の
十
一
面
観
音
と
同
本
同
柄
と
伝
え
ら
れ
る
観
音
像
が
各
地
に
伝
来
す
る
の
に
比
せ
ら
れ
る
。

五　

儀
礼
に
つ
い
て

　

１　

概
要

　

現
代
の
ネ
ワ
ー
ル
仏
教
は
、
従
来
か
ら
主
に
宗
教
学
、
文
化
人
類
学
の
学
者
か
ら
様
々
な
様
相
、
意
味
に
お
い
て
、「
儀
礼
仏
教
」

と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
儀
礼
は
ヴ
ャ
ジ
ラ
チ
ャ
リ
ヤ
の
み
で
行
わ
れ
、
シ
ャ
キ
ャ
が
僧
侶
カ
ー
ス
ト
に
所
属
し
な
が
ら
実
際
に
、

僧
都
と
し
て
の
存
在
意
義
を
自
覚
す
る
の
は
難
し
い
と
言
え
る
。
シ
ャ
キ
ャ
は
、
僧
侶
と
し
て
の
誇
り
を
、
一
九
五
一
年
王
政
復
古
で

国
内
布
教
が
許
さ
れ
た
南
方
系
の
「
テ
ー
ラ
ヴ
ァ
ー
ダ
仏
教
」
の
僧
侶
と
な
る
事
で
、
自
ら
の
僧
と
し
て
の
誇
り
を
回
復
し
つ
つ
あ
る

傾
向
が
見
ら
れ
る
。「
テ
ー
ラ
ヴ
ァ
ー
ダ
仏
教
」
は
ネ
ワ
ー
ル
仏
教
の
儀
礼
主
義
と
は
明
確
な
一
線
を
画
し
、
そ
の
僧
侶
は
厳
格
な
戒
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律
を
厳
守
し
、
仏
に
な
る
為
の
修
行
に
熱
心
で
あ
る
。

　

慣
例
と
し
て
、
ヴ
ャ
ジ
ラ
チ
ャ
リ
ヤ
と
シ
ャ
キ
ャ
の
男
子
は
四
日
間
の
僧
院
儀
礼
（bare chuyegu

）
を
担
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
自

ら
の
所
属
は
常
に
父
親
の
所
属
寺
院
の
一
員
と
な
る
故
、
自
ら
の
妻
が
下
位
カ
ー
ス
ト
で
あ
る
ヴ
ャ
ジ
ラ
チ
ャ
リ
ヤ
と
シ
ャ
キ
ャ
の
男

子
は
寺
院
内
で
は
な
く
、
寺
院
の
外
で
儀
礼
を
行
う
と
さ
れ
る
。
彼
ら
の
主
な
義
務
は
所
属
寺
院
の
後
見
人
と
し
て
の
実
践
で
あ
り
、

日
常
の
儀
礼
実
行
と
、
諸
仏
・
装
飾
類
の
維
持
に
責
任
を
負
っ
て
い
る
。

　

儀
礼
も
通
年
反
復
儀
礼
、年
中
行
事
、人
生
儀
礼
、随
時
儀
礼
と
区
分
で
き
る
が
、一
般
に
儀
礼
に
費
や
さ
れ
る
時
間
、エ
ネ
ル
ギ
ー
、

出
費
も
非
常
に
多
く
、
か
つ
、
社
会
内
の
集
団
性
に
よ
り
、
同
職
者
、
音
楽
・
演
劇
の
教
習
仲
間
、
共
同
労
働
集
団
等
が
集
ま
り
、
関

係
す
る
神
格
の
礼
拝
を
行
い
、
宴
会
を
開
く
、
と
い
う
場
面
が
大
変
多
く
展
開
さ
れ
る
。

　

２　

儀
礼
の
種
類

　

現
在
、
行
わ
れ
て
い
る
儀
礼
は
お
よ
そ
、
一
〇
〇
か
ら
一
三
〇
種
類
に
な
る
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
区
別
を
概
要
す
れ
ば
、

①　

シ
ャ
ー
ン
テ
ィ
・
ス
ヴ
ァ
ス
テ
ィ
儀
礼
：
災
難
を
除
き
、
平
和
と
幸
福
を
願
う
。
病
気
の
平
癒
も
祈
願
す
る
。

② 　

デ
ィ
ー
ク
シ
ャ
ー
儀
礼
：
カ
ル
ト
集
団
へ
の
入
信
儀
礼
。
こ
の
場
合
、
寺
院
内
の
秘
密
仏
の
霊
場
へ
入
る
。
こ
の
儀
礼
を
受
け
た

者
に
は
、
本
人
の
み
の
特
権
が
あ
る
。

③　

プ
ラ
ク
テ
ィ
シ
ュ
タ
ー
儀
礼
：
寺
院
・
家
・
仏
塔
・
仏
像
等
の
建
立
完
成
儀
礼
。

④　

ア
ン
テ
ィ
エ
ー
シ
ュ
テ
ィ
儀
礼
・
ピ
ン
ダ
：
葬
儀
と
死
者
の
追
善
儀
礼
。

⑤　

プ
ラ
ー
ヤ
ス
チ
タ
儀
礼
：
懺
悔
滅
罪
の
儀
礼
。

⑥　

ニ
テ
ィ
ヤ
・
プ
ジ
ャ
儀
礼
：
日
々
の
勤
行
、
月
例
と
例
年
の
行
事
と
な
っ
た
儀
礼
を
含
む
。

⑦　

ヴ
ャ
ジ
ラ
チ
ャ
リ
ヤ
儀
礼
・
タ
ン
ト
ラ
：
儀
礼
的
な
舞
踊
と
宗
教
歌
の
吟
詠
を
含
む
秘
密
の
儀
礼
。
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⑧　

サ
ン
ス
カ
ー
ラ
儀
礼
：
誕
生
か
ら
死
に
至
る
迄
の
通
過
儀
礼）
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。

　

３　

儀
礼
の
構
造

　

い
ず
れ
も
、
儀
礼
の
本
尊
を
呼
び
招
き
、
本
尊
の
前
で
所
期
の
目
的
と
な
る
個
別
の
儀
礼
を
は
じ
め
る
。
一
連
の
儀
礼
の
メ
カ
ニ
ズ

ム
を
理
解
す
る
事
が
、
ネ
パ
ー
ル
仏
教
儀
礼
の
基
本
を
知
る
必
須
事
項
と
な
る
。

〈
出
家
儀
礼
（
バ
レ
・
チ
ュ
エ
グ
）
と
灌
頂
〉

　

出
家
は
本
来
、
個
人
の
自
由
意
思
に
基
づ
く
任
意
の
宗
教
行
為
で
あ
る
が
、
今
日
の
ネ
パ
ー
ル
仏
教
で
は
出
家
儀
礼
は
、
僧
侶
カ
ー

ス
ト
の
男
子
を
対
象
に
し
た
慣
習
的
な
通
過
儀
礼
（
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
）
の
一
つ
で
あ
る
。
在
家
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
徒
も
同
趣
旨
の
儀
礼

を
行
う
。
出
家
儀
礼
に
は
四
つ
の
段
階
が
あ
る
。
①　

準
備
式
（
三
日
前
）、
②　

出
家
式
：
僧
侶
カ
ー
ス
ト
の
少
年
は
奇
数
年
齢
時

（
三
・
五
・
七
・
九
歳
等
）
に
、
五
名
の
僧
侶
の
下
、
得
度
式
を
行
う
。
剃
髪
し
、
出
家
の
儀
礼
を
受
け
、
僧
衣
に
着
替
え
る
。
受
戒
し
、

比
丘
名
を
受
け
る
。
③　

受
戒
式
：
出
家
の
生
活
を
四
日
間
続
け
る
。
④　

還
俗
式
：
僧
衣
を
脱
い
で
在
家
者
に
戻
る
。
在
家
戒
律
を

守
る
事
を
誓
い
、
大
乗
菩
薩
の
道
を
歩
む
事
を
決
意
す
る
。
彼
ら
は
秘
密
の
マ
ン
ト
ラ
等
も
教
え
ら
れ
、
在
家
↓
小
乗
↓
大
乗
↓
金
剛

乗
の
各
段
階
を
体
験
す
る
。

　

出
家
儀
礼
の
受
戒
者
は
成
人
と
認
め
ら
れ
、
父
親
所
属
寺
院
の
、
正
式
メ
ン
バ
ー
に
登
録
さ
れ
る）
12
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４　

灌
頂
儀
礼

　

ア
ー
チ
ャ
リ
ヤ
（
阿
闍
梨
、
密
教
僧
の
尊
称
）
に
な
る
事
。
徹
底
し
た
秘
密
主
義
が
関
係
者
間
に
存
在
し
て
お
り
、
未
詳
で
あ
る
が
、

以
下
の
よ
う
な
五
種
の
灌
頂
か
ら
な
る
と
い
わ
れ
る
。
①　

水
瓶
、
②　

冠
、
③　

金
剛
杵
、
④　

鈴
、
⑤　

秘
密
、
智
慧
の
各
灌
頂）

13
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で
あ
る
。
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５　

通
過
儀
礼

　

基
本
的
な
通
過
儀
礼
は
「
一
〇
の
通
過
儀
礼
」
と
呼
ば
れ
る
が
、「
一
〇
の
通
過
儀
礼
」
と
は
、

①　

懐
胎
式
：
女
子
の
生
理
の
始
ま
り
を
祝
い
、
一
二
日
間
の
独
居
を
行
う
。
②　

懐
妊
式
：
妊
娠
四
〜
六
ヶ
月
の
女
子
が
男
子
出
生

を
祈
願
す
る
。
③　

健
康
祈
願
式
：
懐
妊
女
性
の
頭
髪
を
整
え
る
。
④　

誕
生
式
。
⑤　

命
名
式
：
誕
生
後
一
ヶ
月
以
内
に
行
う
。
⑥

　

お
食
い
初
め
：
果
物
、
穀
物
を
食
べ
さ
せ
る
儀
礼
。
⑦　

出
家
式
。
⑧　

受
戒
式
。
⑨　

還
俗
式
。
⑩　

結
婚
式
：
神
と
の
結
婚
と

実
際
の
結
婚
が
あ
る
。
神
と
の
結
婚
で
は
、六
〜
一
二
歳
の
女
子
が
ミ
カ
ン
科
果
実
（
ベ
ル
）（
ヒ
ン
ズ
ー
教
で
は
、ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
・
ナ
ー

ラ
ー
キ
ヤ
ナ
の
象
徴
と
言
わ
れ
る
）
と
儀
礼
的
な
結
婚
を
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
彼
女
は
た
と
え
夫
が
先
に
他
界
し
て
も
、
寡
婦
と
な

る
事
が
な
い
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
何
れ
も
、
仏
教
徒
の
生
涯
の
節
目
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
仏
塔
・
仏
陀
へ
の
供

養
や
護
摩
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る）
14
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。
①
、
②
、
③
ま
た
は
⑩
の
神
と
の
結
婚
は
、
女
性
の
儀
礼
で
あ
り
、
⑦
、
⑧
、
⑨
は
男
性
の
み
が

受
け
る
。

　

６　

日
常
儀
礼

　

寺
院
で
は
「
日
常
供
養
」
と
呼
ば
れ
る
。
例
え
ば
、
カ
ト
マ
ン
ズ
市
で
は
、
仏
教
寺
院
ジ
ャ
ナ
・
バ
ハ
で
、
僧
は
口
漱
ぎ
を
行
い
、

身
体
を
洗
い
、
本
尊
で
あ
る
白
観
音
（
セ
ト
（
白
の
意
味
）
マ
チ
ェ
ン
ド
ラ
ナ
ー
ト
）
像
を
線
香
、
称
名
の
吟
唱
、
花
等
で
供
養
す
る
。

本
尊
の
供
養
の
後
境
内
に
あ
る
仏
塔
、
阿
弥
陀
仏
、
文
殊
菩
薩
等
の
尊
像
に
花
な
ど
を
捧
げ
、
日
常
供
養
は
終
わ
る
。
同
寺
院
で
は
、

毎
月
の
定
期
儀
礼
が
あ
る
。
毎
月
上
弦
第
八
日
（
太
陰
暦
）
に
観
音
に
対
す
る
「
第
八
日
の
請
願
儀
礼
」
が
行
わ
れ
る
。
別
の
寺
院
で

は
、
上
弦
第
三
日
に
請
願
儀
礼
を
行
な
う
。

　

任
意
に
行
わ
れ
る
儀
式
は
、
長
寿
、
健
康
等
を
願
っ
て
信
者
が
僧
に
依
頼
し
て
行
っ
て
い
る
。
祭
主
の
依
頼
に
応
じ
て
「
七
種
無
上

供
養
」
が
行
わ
れ
る
。
是
は
、
①　

礼
拝
②　

供
養
③　

懺
悔
④　

随
喜
⑤　

勧
請
⑥　

懇
請
⑦　

回
向
の
プ
ロ
セ
ス
に
よ
る
供
養
で
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あ
る
。
儀
礼
場
に
は
多
く
の
燈
明
が
置
か
れ
、
一
〜
五
人
の
僧
侶
が
長
時
間
に
て
大
規
模
に
行
う）

15
（

。

　

年
中
儀
礼
の
内
で
最
も
盛
大
な
一
つ
が
仏
陀
生
誕
日
（Buddhajayanti

）
で
あ
る
。
太
陰
暦
で
行
わ
れ
る
の
で
、
毎
年
実
施
日
は

変
わ
る
。
生
誕
日
の
一
〇
日
程
前
に
、
パ
タ
ン
市
で
は
、
赤
色
の
観
自
在
ラ
ト
（
赤
の
意
味
）
マ
チ
ェ
ン
ド
ラ
ナ
ー
ト
が
山
車
（
祇
園

祭
の
山
鉾
の
源
流
と
い
わ
れ
る
）
に
乗
せ
ら
れ
、
本
来
の
住
処
で
あ
る
カ
ト
マ
ン
ズ
南
部
の
ブ
ン
ガ
マ
テ
ィ
村
に
遷
座
さ
れ
、「
ラ
タ
・

ジ
ャ
ト
ラ
」
が
行
わ
れ
る
。
暦
は
ヴ
ィ
ク
ラ
ム
（Bikram

 Sam
bat

：B

・S

）
が
公
用
暦
で
ヴ
ィ
ク
ラ
マ
ー
デ
ィ
ト
ヤ
王
が
紀
元
前

五
八
年
に
定
め
た
太
陰
暦
の
一
種
で
あ
り
、
他
に
シ
ャ
カ
暦
が
あ
り
、
一
人
の
シ
ャ
カ
（Shakya

）
族
の
王
に
よ
っ
て
七
八
年
に
定

め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
一
年
は
一
二
か
月
に
分
け
ら
れ
、
各
月
は
新
月
（
朔
日
）
か
ら
満
月
に
至
る
二
週
間
（
上
弦
）
と
一
六
（
既

望
）
か
ら
新
月
に
至
る
二
週
間
（
下
弦
）
に
分
け
ら
れ
る
。

　

最
も
重
要
な
期
間
が
「
グ
ン
ラ
ー
・
ダ
ル
マ
」
と
呼
ば
れ
る
約
一
ヶ
月
間
で
あ
る
。
ヴ
ィ
ク
ラ
ム
暦
（
ネ
パ
ー
ル
の
公
用
暦
四
月

一
三
日
〜
翌
年
四
月
一
二
日
が
一
年
間
、太
陰
暦
）
の
シ
ュ
ラ
バ
ン
（
七
月
一
六
日
〜
八
月
一
六
日
）
の
上
弦
第
一
日
か
ら
バ
ド
ラ
（
八

月
一
七
日
〜
九
月
一
六
日
）
の
下
弦
最
終
日
ま
で
が
相
当
す
る
。
雨
季
で
あ
り
、
グ
ン
ラ
ー
・
ダ
ル
マ
間
の
宗
教
行
事
に
は
、
初
期
仏

教
教
団
の
雨
ご
い
の
活
動
が
反
映
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
寺
院
で
は
般
若
経
典
の
読
誦
、
聖
文
殊
真
実
名
義
経
の
読
経
を
し
つ
つ
供

養
を
、
ス
ワ
ヤ
ン
ブ
ナ
ー
ト
寺
院
で
は
、
夜
明
け
前
か
ら
信
者
家
族
が
訪
れ
、
仏
塔
・
仏
像
に
供
養
し
、
仏
塔
を
右
回
り
に
回
る
右み
ぎ
め
ぐ繞

を
行
う
。
ま
た
あ
る
寺
院
で
は
、
過
去
七
仏
の
一
人
・
燃
燈
仏
の
来
訪
伝
説
を
踏
ま
え
、「
五
種
の
進
物
」
の
儀
礼
を
夫
々
行
な
う
。

グ
ン
ラ
ー
・
ダ
ル
マ
の
二
日
前
に
「
ガ
タ
ー
ン
・
ム
ガ
」
儀
礼
が
お
こ
な
わ
れ
、
当
日
に
最
も
基
本
的
な
三
つ
の
供
養
、「
師
曼
荼
羅

供
養
」・「
三
三
昧
」・「
バ
リ
供
養
」
か
ら
な
る
「
五
つ
の
器
に
盛
ら
れ
た
バ
リ
供
物
を
捧
げ
る
供
養
」
が
行
わ
れ
る）

16
（

。

　

三
つ
の
供
養
の
内
、「
バ
リ
供
養
」
と
は
、
古
来
イ
ン
ド
に
お
い
て
は
、「
バ
リ
（balī

）」
と
呼
ば
れ
る
供
物
を
捧
げ
る
行
為
が
行
わ

れ
て
き
た
。現
代
の
ネ
ワ
ー
ル
仏
教
に
お
い
て
も
、死
霊
・
悪
鬼
等
の
霊
的
存
在
、不
吉
な
存
在
と
み
な
さ
れ
る
対
象
に
バ
リ
が
行
わ
れ
る
。

九
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供
養
が
、
供
物
を
捧
げ
相
手
を
も
て
な
す
行
為
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
バ
リ
は
そ
の
ま
ま
で
は
自
分
に
危
害
を
加
え
る
か
も
し
れ
な
い

危
険
な
相
手
を
慰
撫
す
る
目
的
で
捧
げ
ら
れ
る
。ス
ヤ
ン
ブ
ー
ナ
ー
ト
寺
院
で
は
、器
に
飯
や
葉
、肉
等
を
盛
っ
た
バ
リ
供
物
が
ハ
ー
リ
ー

テ
ィ
女
神
（H

ariti

）（
鬼
子
母
神
）
に
捧
げ
ら
れ
る
。
又
、特
定
の
目
的
で
バ
リ
供
養
が
行
わ
れ
る
。
ヴ
ャ
ジ
ラ
チ
ャ
リ
ヤ
と
シ
ャ
キ
ャ

の
人
々
は
七
七
歳
、
八
〇
歳
、
九
〇
歳
の
誕
生
日
に
祝
い
の
儀
礼
を
行
な
う
が
、
そ
の
際
デ
ー
シ
ャ
・
バ
リ
と
呼
ば
れ
る
、
米
を
入
れ

た
巨
大
な
器
を
用
意
し
、
神
々
の
眷
属
、
諸
霊
に
捧
げ
る
目
的
で
、
町
を
練
り
歩
き
な
が
ら
器
の
米
を
人
々
に
撒
い
て
い
く）

17
（

。

六　

ネ
ワ
ー
ル
仏
教
と
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
関
連

　

１　

歴
史
的
関
連

　

ネ
パ
ー
ル
の
仏
教
は
、
釈
迦
伝
道
の
地
・
イ
ン
ド
で
一
二
〇
三
年
に
ヴ
ィ
ク
ラ
マ
シ
ー
ラ
大
寺
院
炎
上
と
共
に
仏
教
が
滅
ん
だ
後
も
、

チ
ベ
ッ
ト
と
の
交
流
に
よ
り
生
き
残
る
道
を
見
出
し
た
。
チ
ベ
ッ
ト
か
ら
は
、
多
く
の
巡
礼
者
が
盆
地
の
仏
教
霊
場
を
訪
れ
た
ば
か
り

で
な
く
、
仏
教
経
典
そ
の
も
の
や
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
を
学
ぶ
留
学
僧
或
い
は
仏
教
美
術
を
学
ぶ
画
工
や
鋳
金
工
の
数
も
多
か
っ
た
。

一
方
、
ネ
ワ
ー
ル
の
職
人
に
と
っ
て
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
徒
は
最
大
の
顧
客
で
あ
り
、
遥
か
な
ヒ
マ
ラ
ヤ
を
越
え
て
遠
隔
地
に
出
稼
ぎ
に

行
く
者
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
両
国
間
の
協
力
関
係
は
、
一
九
五
九
年
の
チ
ベ
ッ
ト
動
乱
と
一
九
六
五
年
の
文
化
大
革
命
に
よ
っ
て

チ
ベ
ッ
ト
仏
教
が
壊
滅
的
打
撃
を
受
け
る
迄
、
八
〇
〇
年
に
及
ぶ
関
係
を
続
け
た
の
で
あ
る
。
六
四
六
年
に
中
国
の
僧
侶
三
蔵
法
師
玄

奘
が
著
し
た
『
大
唐
西
域
記
』
に
、「
学
芸
と
て
は
な
く
、
工
芸
の
技
が
あ
る
」
と
ネ
パ
ー
ル
に
つ
い
て
記
し
た
事
も
理
解
で
き
る）
18
（

。

　

盆
地
の
東
北
郊
外
の
ボ
ー
ド
ナ
ー
ト
に
は
、
世
界
最
大
の
規
模
を
誇
る
有
名
な
大
仏
塔
（
後
記
）
は
、
昔
か
ら
チ
ベ
ッ
ト
自
治
区
首

都
ラ
サ
や
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
と
結
び
付
け
ら
れ
て
き
た
。
ボ
ー
ド
ナ
ー
ト
は
、
ラ
サ
か
ら
サ
ン
ケ
ー
を
通
る
主
要
な
交
易
ル
ー
ト
の
一
つ

で
、
チ
ベ
ッ
ト
人
の
商
人
が
盆
地
に
入
る
場
所
に
位
置
し
て
い
る
。
商
人
が
ヒ
マ
ラ
ヤ
を
通
っ
て
来
た
旅
の
成
功
に
感
謝
の
祈
り
を
捧

九
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げ
、
無
事
に
帰
還
す
る
事
を
祈
っ
た
。
今
で
も
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
を
旅
す
る
人
々
は
ボ
ー
ド
ナ
ー
ト
の
大
仏
塔
に
祈
願
し
て
い
る
。

　

一
九
五
九
年
の
チ
ベ
ッ
ト
動
乱
以
後
、
チ
ベ
ッ
ト
か
ら
ネ
パ
ー
ル
に
逃
れ
、
現
在
国
内
に
居
住
す
る
亡
命
チ
ベ
ッ
ト
人
総
数
は

一
〇
万
人
強
と
い
わ
れ
、
既
に
三
世
代
に
も
及
ん
で
い
る
。
国
勢
調
査
統
計
か
ら
推
計
し
て
、
ネ
ワ
ー
ル
を
母
語
と
し
な
い
仏
教
徒
を

配
慮
す
れ
ば
、
居
住
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
徒
は
四
〇
万
人
強
と
も
推
定
さ
れ
て
い
る
。

　

２　

現
状

　

伝
統
的
な
職
業
と
し
て
、
カ
ト
マ
ン
ズ
の
ウ
ダ
ス
は
チ
ベ
ッ
ト
交
易
に
従
事
し
、
チ
ベ
ッ
ト
人
と
の
混
血
も
増
加
し
、
チ
ベ
ッ
ト
仏

教
へ
の
理
解
を
深
め
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
チ
ベ
ッ
ト
寺
院
へ
の
寄
進
、
教
法
の
修
行
、
チ
ベ
ッ
ト
人
へ
の
寄
付
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。

パ
タ
ン
に
は
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
を
修
行
す
る
ネ
ワ
ー
ル
人
僧
侶
へ
の
グ
ン
バ
（Gom

ba

：
チ
ベ
ッ
ト
語
で
寺
院
）
と
称
す
る
礼
拝
堂
が

設
置
さ
れ
て
い
る
。
ネ
ワ
ー
ル
内
の
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
に
は
ニ
ン
マ
派
と
カ
ル
マ
・
カ
ギ
ュ
ー
派
が
あ
る
。
現
在
で
も
パ
タ
ン
で
は
、
ニ

ン
マ
派
の
埋
蔵
教
法
「
普
賢
ラ
マ
の
口
伝
」（
ク
ン
サ
ン
ラ
メ
ー
・
シ
ェ
ル
ル
ン
）
が
実
修
さ
れ
、
カ
ル
マ
・
カ
ギ
ュ
ー
派
の
歴
代
の
祖

師
は
ネ
パ
ー
ル
に
関
係
が
深
く
い
く
つ
か
の
教
法
が
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
事
も
、
ネ
ワ
ー
ル
に
同
派
が
浸
透
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　

ネ
パ
ー
ル
国
内
に
居
住
す
る
民
族
の
居
住
地
は
東
部
か
ら
極
西
部
に
及
ん
で
お
り
、主
要
な
民
族
と
し
て
は
、東
部
山
岳
地
帯
の
シ
ェ

ル
パ
（Sherpa

）、
中
部
・
中
西
部
の
丘
陵
地
帯
の
タ
マ
ン
（T

am
ang

）
西
部
山
岳
地
帯
の
タ
カ
リ
（T

hakali

）、
ロ
ハ
（Lohar

）、

ボ
テ
（Bhote

）
等
で
あ
る
。

　

シ
ェ
ル
パ
族）

19
（

は
、ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
の
ポ
ー
タ
ー
と
し
て
有
名
で
あ
り
、東
部
山
岳
地
帯
に
居
住
し
、人
口
一
一
万
二
千
人（
〇
・
四
三
％
）

で
、
最
大
の
寺
院
は
ニ
ン
マ
派
の
タ
ン
ボ
チ
ェ
寺
（T

engche M
onastery

）
で
あ
る
。
盆
地
内
で
の
シ
ェ
ル
パ
は
ボ
ー
ド
ナ
ー

ト
寺
院
周
辺
に
多
く
居
住
す
る
。
そ
の
事
由
は
、
ボ
ー
ド
ナ
ー
ト
を
管
理
し
た
ニ
ン
マ
派
の
活
仏
が
ヨ
ル
モ
ワ
（
ソ
ル
ク
ン
ブ
の
ラ

マ
）
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
タ
マ
ン
族）

20
（

は
、
カ
ト
マ
ン
ズ
北
方
山
岳
地
帯
に
居
住
し
、
多
く
は
ラ
マ
（Lam

a

）
と
称
す
。
人
口
は
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一
三
五
万
三
千
人
（
五
・
一
一
％
）
で
チ
ベ
ッ
ト
系
民
族
の
最
大
人
口
で
、
信
仰
は
ニ
ン
マ
派
で
あ
る
。

　

タ
カ
リ
族）

21
（

は
、
チ
ベ
ッ
ト
交
易
「
塩
の
道
」
に
従
事
し
、
屈
指
の
富
裕
層
に
な
っ
た
。
な
お
、
ジ
ョ
ム
ソ
ン
（Jom

son

）
に
は
、

ニ
ン
マ
派
開
祖
パ
ド
マ
サ
ン
バ
ヴ
ァ
（Padm

asam
bhava

：
七
一
七
〜
七
七
五
）
が
五
種
類
の
聖
遺
物
を
納
め
た
と
い
わ
れ
る
霊
場
（
ク

ツ
ァ
プ
テ
ル
ガ
：
身
代
わ
り
の
五
種
埋
蔵
宝
：Kutsapternga M

onastery

）
が
あ
る
。
人
口
は
二
二
万
二
千
人
（
〇
・
〇
二
％
）
で
あ
る
。

　

３　

亡
命
チ
ベ
ッ
ト
人
の
仏
教
に
つ
い
て

　

一
九
五
九
年
の
チ
ベ
ッ
ト
動
乱
以
後
、
亡
命
チ
ベ
ッ
ト
人
の
仏
教
徒
（
僧
侶
、
在
家
含
む
）
は
、
盆
地
内
の
ボ
ー
ド
ナ
ー
ト

（Boudhnath

）、
ス
ヤ
ン
ブ
ー
ナ
ー
ト
（Sw

aym
bhunath

）
両
寺
院
周
辺
に
居
住
す
る
。
国
内
の
入
植
地
と
し
て
、
ソ
ル
ク
ン
ブ
、

ポ
カ
ラ
、
バ
グ
ル
ン
等
に
あ
り
、
各
々
寺
院
が
設
置
さ
れ
、
宗
派
は
、
四
大
宗
派
全
て
が
寺
院
を
設
置
し
て
い
る
。

　

ス
ヤ
ン
ブ
ー
ナ
ー
ト
で
は
、
一
九
五
四
年
カ
ル
マ
・
カ
ギ
ュ
ー
派
・
カ
ル
マ
ラ
ー
ジ
ャ
寺
（K

arm
a Raj M

ahavihara 

M
onastery

）
が
、
仏
塔
の
北
側
に
創
建
さ
れ
、
当
時
は
、
チ
ベ
ッ
ト
動
乱
以
前
で
あ
り
、
周
恩
来
首
相
（
当
時
）、
ラ
ジ
ェ
ン
ド
ラ
・

プ
ラ
サ
ド
（D

r. Rajendra Prasad

：
イ
ン
ド
大
統
領
・
当
時
）
も
建
設
費
を
寄
進
し
た
。
ゲ
ル
グ
派
は
、一
九
五
一
年
ネ
ワ
ー
ル
人
Ｇ
・

シ
ン
が
仏
塔
の
裏
手
に
マ
イ
ト
リ
ー
・
ゴ
ン
パ
を
創
建
し
た
。
チ
ベ
ッ
ト
動
乱
後
は
、
総
本
山
ガ
ン
テ
ン
寺
か
ら
亡
命
し
た
セ
ル
コ
ン
・

リ
ン
ポ
シ
ェ
、
ル
ブ
ム
・
リ
ン
ポ
チ
ェ
が
相
次
ぎ
住
職
に
付
き
、
規
模
拡
大
に
努
め
、
砂
曼
荼
羅
の
伝
統
が
あ
り
、
世
界
各
国
で
イ
ベ

ン
ト
時
に
製
作
、
拡
大
を
し
て
い
る
。

　

ボ
ー
ド
ナ
ー
ト
周
辺
は
、
ニ
ン
マ
派
・
カ
ギ
ュ
ー
派
・
サ
キ
ャ
派
・
ゲ
ル
ク
派
の
各
派
寺
院
が
数
寺
あ
る
。
主
な
寺
院
は
、
ニ
ン
マ

派
元
管
長
デ
ィ
ル
ポ
・
キ
ェ
ン
ツ
ェ
（D

ilpo K
hyentse Rincpche

：
一
九
一
〇
〜
一
九
九
一
）
が
創
建
し
た
ブ
ー
タ
ン
寺
（
通
称
。

建
設
費
は
ブ
ー
タ
ン
王
室
か
ら
の
寄
進
に
よ
る
）
や
、
日
本
人
も
学
ぶ
ニ
ン
マ
派
カ
ニ
ン
・
シ
ェ
ー
ド
ッ
プ
・
リ
ン
寺
（K

a-nying 

Shedrup Ling M
onastery

：
一
九
七
六
創
建
）
等
で
あ
る
。
郊
外
の
コ
パ
ン
に
は
尼
寺
（
カ
チ
ュ
ー
・
ギ
ャ
キ
ル
）
も
併
設
さ
れ
る
。
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霊
場
と
し
て
、
パ
ド
マ
サ
ン
バ
ヴ
ァ
が
金
剛
薩
埵
と
プ
ル
パ
を
修
行
し
た
と
い
わ
れ
る
ヤ
ン
レ
シ
オ
の
洞
窟
、
釈
迦
の
捨
身
施
虎
の

遺
跡
と
い
わ
れ
る
ナ
モ
ー
ブ
ッ
ダ
（N

am
obuddha

）
等
が
著
名
で
あ
る
。
ル
ン
ビ
ニ
ー
で
は
、
ム
ス
タ
ン
王
の
後
援
に
よ
り
チ
ベ
ッ

ト
寺
を
建
立
し
て
い
る
。

七　

テ
ー
ラ
ヴ
ァ
ー
ダ
仏
教
（
上
座
仏
教
）
に
つ
い
て

　

１　

概
要

　

ネ
パ
ー
ル
の
テ
ー
ラ
ヴ
ァ
ー
ダ
仏
教
は
、
他
の
ア
ジ
ア
諸
国
の
仏
教
改
革
運
動
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
西
欧
列
強
支
配
に
対
抗
す
る
た

め
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
形
成
、
と
い
わ
れ
る
側
面
は
認
め
ら
れ
な
い
。
国
内
的
に
問
題
と
な
る
の
は
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
対
マ
イ
ナ
ー
な
仏

教
と
か
、
元
々
存
在
し
て
い
た
ネ
ワ
ー
ル
仏
教
対
新
興
の
上
座
仏
教
と
い
う
対
抗
図
が
存
在
し
、
ネ
パ
ー
ル
上
座
仏
教
の
特
色
を
形
成

し
て
い
る
。
そ
の
活
動
起
源
は
一
九
三
〇
年
代
に
始
ま
り
、
一
九
四
三
年
に
初
の
テ
ー
ラ
ヴ
ァ
ー
ダ
寺
院
が
ス
ワ
や
ン
ブ
ナ
ー
ト
の
一

角
に
ア
ー
ナ
ン
ダ
ク
テ
ィ
・
ヴ
ィ
ハ
ー
タ
僧
院
が
建
立
さ
れ
、
同
院
は
現
在
も
活
動
の
中
心
で
あ
る
。
一
九
五
一
年
の
王
政
復
古
後
、

国
内
活
動
が
認
め
ら
れ
、
一
九
八
〇
年
迄
に
、
僧
院
三
一
、
尼
僧
院
一
五
が
位
置
し
、
各
々
に
は
、
六
〇
名
余
の
僧
侶
・
尼
僧
が
活
動

す
る
。
そ
の
儀
礼
の
特
徴
は
、
説
法
に
積
極
的
で
あ
り
、
学
問
へ
の
洞
察
も
深
い
。
ま
た
、
カ
ー
ス
ト
か
ら
は
自
由
な
態
度
を
と
る
。

そ
の
姿
は
日
常
活
動
に
お
い
て
常
時
僧
衣
を
着
用
、
剃
髪
を
し
、
厳
格
な
戒
律
を
厳
守
し
て
い
る
。
文
書
に
よ
る
布
教
を
主
に
行
う
。

ネ
ワ
ー
ル
語
よ
り
も
ネ
パ
ー
ル
語
を
重
視
し
、
出
版
物
も
多
い
。
信
者
の
出
身
カ
ー
ス
ト
と
し
て
は
シ
ャ
キ
ャ
が
多
い
。

　

２　

カ
ー
ス
ト
か
ら
見
た
出
自

　

テ
ー
ラ
ヴ
ァ
ー
ダ
の
僧
に
は
シ
ャ
キ
ャ
出
身
が
多
い
。
僧
侶
出
身
カ
ー
ス
ト
の
六
〇
名
余
の
僧
と
尼
僧
で
は
、
僧
三
八
％
、
尼
僧

四
三
％
が
シ
ャ
キ
ャ
で
あ
り
、
ヴ
ァ
ジ
ラ
チ
ャ
リ
ヤ
出
身
は
共
に
七
％
に
す
ぎ
な
い
。
僧
は
伝
統
的
な
ネ
パ
ー
ル
仏
教
を
公
然
と
論
破

九
七



し
な
い
よ
う
に
気
配
り
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
自
ら
の
度
量
の
広
さ
を
示
す
か
の
よ
う
に
行
動
す
る
と
共
に
、
在
家
仏
教
徒
支
持
者
が

ネ
パ
ー
ル
仏
教
の
儀
礼
や
行
事
を
棄
て
き
れ
ず
に
い
る
事
に
も
よ
る
。
ヴ
ァ
ジ
ラ
チ
ャ
リ
ヤ
も
テ
ー
ラ
ヴ
ァ
ー
タ
仏
教
を
内
心
で
は
好

ま
し
く
な
い
と
思
っ
て
い
な
い
が
、
公
然
と
論
破
し
な
い
よ
う
に
気
配
り
し
て
い
る
。

　

３　

在
家
仏
教
徒
と
の
関
係

　

在
家
信
仰
者
に
と
っ
て
、
ネ
ワ
ー
ル
仏
教
、
テ
ー
ラ
ヴ
ァ
ー
ダ
仏
教
の
い
ず
れ
か
を
選
択
し
支
援
す
る
向
き
は
少
な
い
と
見
ら
れ
る
。

逆
に
、
両
者
に
自
由
参
加
し
て
、
自
身
の
現
実
的
願
望
の
成
就
、
将
来
の
自
身
の
安
寧
・
幸
福
へ
の
功
徳
の
蓄
積
に
務
め
る
の
が
主
で

あ
る
と
見
受
け
ら
れ
る
。
現
実
に
、
在
家
信
徒
が
ネ
ワ
ー
ル
仏
教
の
寺
院
へ
向
か
う
折
、
そ
の
途
中
に
テ
ー
ラ
ヴ
ァ
ー
ダ
仏
教
の
寺
院

が
位
置
す
る
事
が
あ
り
参
拝
順
序
と
し
て
、
先
ず
テ
ー
ラ
ヴ
ァ
ー
ダ
仏
教
の
寺
院
に
参
拝
し
、
そ
し
て
ネ
ワ
ー
ル
仏
教
の
寺
院
へ
向
か

う
事
あ
る
。
在
家
信
徒
の
動
向
に
対
応
し
、
テ
ー
ラ
ヴ
ァ
ー
ダ
仏
教
の
中
に
も
儀
礼
的
な
要
素
復
活
へ
の
傾
向
も
あ
る）
22
（

。

八　

三
大
主
要
寺
院
の
概
要

　

①　

ボ
ー
ド
ナ
ー
ト
（Boudhnath 

ネ
ワ
ー
ル
名　

カ
ス
テ
ィ
・
チ
ャ
イ
ト
ヤ Khasti chaitya

）

　

ボ
ー
ド
ナ
ー
ト
は
、
国
内
及
び
世
界
最
大
の
仏
塔
（Stupa
）
と
い
わ
れ
、
盆
地
の
東
方
に
位
置
し
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
セ
ン
タ
ー

と
し
て
も
深
い
歴
史
の
あ
る
位
置
に
あ
り
、
一
四
世
紀
建
立
と
い
わ
れ
る
。

　

古
来
、
チ
ベ
ッ
ト
、
ブ
ー
タ
ン
、
シ
ッ
キ
ム
、
モ
ン
ゴ
ル
、
イ
ン
ド
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
地
域
と
も
大
い
に
関
係
深
く
、
毎
年
こ
れ
ら
の
地

域
か
ら
の
巡
礼
者
が
参
拝
す
る
。
一
九
五
九
年
の
チ
ベ
ッ
ト
動
乱
以
降
、
国
内
チ
ベ
ッ
ト
難
民
の
居
住
地
と
な
っ
て
そ
れ
以
前
の
状
態

か
ら
変
化
し
、
域
内
周
辺
は
、
新
た
な
寺
院
が
建
立
さ
れ
、
タ
マ
ン
族
の
居
住
地
に
変
化
し
て
い
る
。
一
八
九
九
年
初
め
て
日
本
僧
侶

と
し
て
チ
ベ
ッ
ト
に
入
国
し
た
河
口
慧
海
師
が
寄
宿
し
た
場
所
で
も
あ
り
、
現
在
そ
の
記
念
碑
が
正
面
に
建
立
さ
れ
て
い
る
。
周
囲
に

九
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マ
ニ
車
が
並
び
、
人
々
は
経
文
を
唱
え
参
拝
し
て
い
る
。

　

二
〇
一
五
年
四
月
二
五
日
の
大
地
震
で
全
壊
に
近
い
被
害
に
見
舞
わ
れ
た
が
、
政
府
考
古
局
の
指
導
と
地
元
仏
教
会
及
び
地
域
仏
教

徒
か
ら
成
る
復
興
委
員
会
へ
の
寄
進
・
奉
仕
や
、
民
間
の
人
的
協
力
で
二
〇
一
六
年
一
〇
月
一
六
日
、
僅
か
一
年
半
余
で
完
全
復
旧
さ

れ
、
昨
年
一
一
月
訪
問
時
に
は
元
通
り
の
姿
に
な
り
、
地
震
の
痕
跡
は
見
ら
れ
な
い
。

②　

ス
ヤ
ン
ブ
ー
ナ
ー
ト
（Sw

anyabhnath

）

　

ス
ヤ
ン
ブ
ー
ナ
ー
ト
は
、
仏
教
徒
と
共
に
ヒ
ン
ズ
ー
教
徒
の
巡
礼
地
で
も
あ
る
。
国
内
最
大
のM

ahayana

仏
教
の
建
立
物

で
あ
り
、
そ
の
由
来
と
縁
起
は
仏
典
「Sw

ayam
bhu purana

」
に
由
り
、
ネ
パ
ー
ル
開
闢
の
伝
説
と
さ
れ
る
。
古
代
リ
ッ

チ
ャ
ヴ
ィ
朝
初
代
王
ブ
ル
サ
デ
ヴ
ァ
以
前
（
四
〇
〇
年
以
前
）
に
建
立
さ
れ
、
一
三
四
六
年
イ
ン
ド
・
ベ
ン
ガ
ル
の
ス
ル
タ

ン
で
あ
る
シ
ャ
ム
ス
ッ
デ
ィ
ー
ン
が
盆
地
に
侵
攻
し
、
同
仏
塔
を
徹
底
的
に
破
壊
し
た
後
、
現
在
迄
度
々
修
復
さ
れ
て
い
る
。

一
四
世
紀
に
マ
ッ
ラ
王
朝
時
代
に
大
々
的
に
改
修
さ
れ
、
上
部
の
装
飾
塔
が
増
築
さ
れ
た
。
修
理
・
改
築
は
数
度
に
わ
た
り
、

一
三
七
一
、一
三
八
一
、一
六
二
〇
、一
六
五
四
、一
九
四
五
年
に
行
わ
れ
た
。
四
面
に
真
鍮
製
の
禅
定
仏
を
祀
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。

目
玉
寺
と
い
わ
れ
る
仏
塔
の
高
さ
は
一
五
ｍ
、
周
囲
に
マ
ニ
車
が
並
び
、
人
々
は
経
文
を
唱
え
参
拝
し
て
い
る
。

③　

ナ
モ
・
ブ
ッ
ダ
（N
am
o Buddha

）

　

盆
地
外
の
カ
ブ
レ
バ
ン
チ
ョ
ー
ク
（
カ
ト
マ
ン
ズ
か
ら
車
で
片
道
二
時
間
半
余
、
四
五
㎞
余
）
に
建
立
さ
れ
て
い
る
チ
ベ
ッ
ト
仏
教

ス
タ
イ
ル
の
寺
院
で
、
地
元
住
民
に
は
捨
身
飼
虎
の
伝
説
の
地）

23
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と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
観
光
地
か
ら
離
れ
て
い
る
。
境
内
は
立
入

禁
止
地
域
、
写
真
撮
影
禁
止
が
多
く
、
詳
細
な
巡
回
に
は
許
可
を
必
要
と
す
る
。
昨
年
一
一
月
訪
問
時
に
、
ネ
パ
ー
ル
仏
教
会
か
ら
の

推
薦
を
得
て
、
寺
院
広
報
担
当
僧
の
案
内
で
境
内
を
一
巡
し
、
全
て
の
施
設
を
見
学
し
た
。
初
め
て
過
去
七
仏
全
て
を
見
て
、
そ
の
金

銅
座
像
（
全
長
約
一
〇
ｍ
強
、
釈
迦
牟
尼
仏
は
約
一
二
ｍ
弱
）
と
各
仏
像
の
大
き
さ
と
荘
厳
さ
に
圧
倒
さ
れ
た
。
東
大
寺
・
毘
盧
遮
那

九
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仏
に
次
ぐ
規
模
と
思
わ
れ
る
。
釈
尊
像
と
最
初
の
五
弟
子
像
、八
仏
塔
（
釈
尊
前
生
の
姿
で
あ
る
パ
ノ
ウ
テ
ィ
の
王
子
の
遺
骨
が
納
骨
）

等
を
見
た）

24
（

釈
尊
像
と
最
初
の
五
弟
子
像
、
八
仏
塔
。
七
仏
金
銅
座
像
は
、
国
内
で
は
本
寺
院
の
み
見
ら
れ
る
。

　

過
去
七
仏
と
は
、
釈
迦
以
前
に
こ
の
世
に
現
わ
れ
た
と
さ
れ
る
毘び

ぼ

し
婆
尸
仏
（V

ipashuvi Buddha

）、
尸し

き棄
仏
（Sikn Buddha

）、

毘び

舎し
ゃ

浮ぶ

仏
（V

ishvabitu Buddha

）、
拘く

留る

孫そ
ん

仏
（K

rakuchchanda Buddha

）、
拘く

那な

含ご
ん

牟む

尼に

仏
（K

anakam
uni Buddha

）、

迦か

葉し
ょ
う

仏
（K

ashyapa Buddha

）
の
六
人
の
仏）

25
（

に
釈
迦
牟
尼
仏
を
合
わ
せ
て
い
う）

26
（

。
こ
の
う
ち
前
の
三
仏
を
過
去
荘
厳
劫
の
三
仏
と

い
い
、
あ
と
の
四
仏
を
現
在
賢
劫
の
四
仏
と
い
う
。
中
世
イ
ン
ド
の
時
代
に
は
、
殆
ど
全
イ
ン
ド
に
わ
た
っ
て
過
去
四
仏
ま
た
は
過
去

三
仏
の
信
仰
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
て
い
た
事
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ
は
古
く
か
ら
六
仏
の
信
仰
が
説
か
れ
、
釈
尊
が
サ
ー
リ
ブ
ッ
タ
に
、

前
三
仏
は
梵
行
久
住
せ
ず
、後
三
仏
は
梵
行
久
住
せ
り
と
、そ
の
因
縁
を
説
い
た
の
と
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。『
法
顕
伝
』
に
は
「
拘

薩
羅
國
」
の
条
で
、
当
時
デ
ー
ヴ
ァ
ダ
ッ
タ
の
伝
統
を
継
承
し
て
存
在
し
た
仏
教
教
団
で
は
釈
尊
を
礼
拝
し
な
い
と
い
う
注
目
す
べ
き

事
実
を
伝
え
て
い
る）
27
（

。
原
始
仏
典
で
は
釈
尊
を
牟
尼
（m

uni

）
と
単
称
で
よ
ぶ
場
合
が
し
ば
し
ば
あ
る）

28
（

。

九　

カ
ピ
ラ
ヴ
ァ
ス
ト
ウ
（Kapilvastu

）

　

仏
陀
が
活
動
し
て
い
た
当
時
の
釈
迦
族
の
居
住
地
で
あ
る
、
カ
ピ
ラ
ヴ
ァ
ス
ト
ゥ
の
位
置
は
現
状
ま
で
未
確
定
で
あ
る
。
二
説
あ

り
、
先
ず
、
ネ
パ
ー
ル
側
の
テ
ィ
ラ
ウ
ラ
コ
ッ
ト
（
ル
ン
ビ
ニ
ー
よ
り
西
方
二
七
㎞
、T

ilaurakot

）
と
ル
ン
ビ
ニ
ー
よ
り
西
南
一
四

㎞
の
イ
ン
ド
領
内
の
ピ
プ
ラ
ハ
ラ
（Piprahaw

a,

一
八
九
八
発
掘
）
の
遺
跡
が
有
力
と
さ
れ
て
い
る
。
前
者
の
テ
ィ
ラ
ウ
ラ
コ
ッ
ト
の

発
掘
は
一
八
九
九
年
イ
ン
ド
人
考
古
学
者
Ｐ
・
Ｃ
・
ム
ケ
ル
ジ
ー
ニ
に
よ
り
、
一
部
が
発
掘
さ
れ
、
報
告
書
が
出
版
さ
れ
た
事
が
あ
っ

た
。
一
九
六
七
年
一
〇
月
二
〇
日
に
発
掘
の
鍬
入
れ
を
開
始
し
、
一
九
六
七
〜
七
七
年
迄
ネ
パ
ー
ル
王
国
（
当
時
）
政
府
考
古
局
と
立

正
大
学
・
ネ
パ
ー
ル
考
古
学
調
査
団
の
協
力
に
よ
る
八
次
に
及
ぶ
発
掘
が
実
施
さ
れ
、
調
査
の
結
果
、
遺
跡
は
東
西
約
四
五
〇
ｍ
、
南

一
〇
〇



北
約
五
〇
〇
ｍ
の
南
北
に
主
軸
を
持
つ
長
方
形
の
城
塞
遺
跡
で
あ
る
事
、
四
つ
以
上
の
門
、
八
つ
以
上
の
遺
丘
、
二
つ
の
池
を
も
つ

事
、
遺
構
が
マ
ウ
リ
ア
朝
（
上
限
六
〇
年
）
か
ら
ク
シ
ャ
ー
ナ
王
朝
（
上
限
三
二
〇
年
）
に
か
け
て
存
在
し
た
事
が
明
ら
か
に
な
っ

た
。
立
正
大
学
所
蔵
の
テ
ィ
ラ
ウ
ラ
コ
ッ
ト
出
土
資
料
は
ネ
パ
ー
ル
王
国
政
府
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
考
古
局
保
管
中
の
資
料

は
一
九
七
五
年
の
政
庁
（Sigha D

urbhar

）
火
災
時
に
殆
ど
焼
失
し
た
。

　

後
者
の
ピ
プ
ラ
ハ
ラ
は
、
一
八
九
七
年
ペ
ッ
ペ
に
よ
り
舎
利
容
器
が
発
見
さ
れ
た
。
そ
の
銘
文
に
よ
れ
ば
、
納
入
品
は
「
仏
陀
」
又

は
「
仏
陀
の
親
族
釈
迦
族
」
の
舎
利
で
あ
る
。
イ
ン
ド
考
古
局
は
一
九
七
一
〜
七
四
年
の
再
発
掘
に
よ
り
「
カ
ピ
ラ
ヴ
ァ
ス
ト
ゥ
」
銘

の
シ
ー
ル
を
発
見
し
た
が
、
遺
跡
は
城
址
で
は
な
く
寺
院
遺
跡
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
後
イ
ン
ド
は
ピ
プ
ラ
ハ
ラ
こ
そ
カ
ピ
ラ
ヴ
ァ
ス
ト
ゥ
で
あ
り
、
従
来
の
テ
ィ
ラ
ウ
ラ
コ
ッ
ト
説
は
誤
り
で
あ
る
と
主
張
し
て
い

る
。
ネ
パ
ー
ル
側
は
テ
ィ
ラ
ウ
ラ
コ
ッ
ト
こ
そ
カ
ピ
ラ
ヴ
ァ
ス
ト
ゥ
の
遺
跡
で
あ
り
、ピ
プ
ラ
ハ
ラ
は
、落
城
の
後
、生
き
残
っ
た
シ
ャ

カ
族
が
仏
陀
の
舎
利
を
奉
安
し
た
場
所
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
歴
史
的
に
は
、
中
世
前
期
カ
サ
王
国
、
リ
プ･

マ
ッ
ラ
王
（Ripu 

M
alla,

一
三
一
二
〜
一
三
一
四
に
治
世
）
に
よ
り
、
ル
ン
ビ
ニ
ー
、
カ
ピ
ラ
ヴ
ァ
ス
ト
ウ
は
ネ
パ
ー
ル
に
編
入
さ
れ
た
地
域
で
あ
る
。

カ
ピ
ラ
ヴ
ァ
ス
ト
ゥ
の
政
治
的
帰
属
は
、
仏
教
学
上
か
ら
は
重
要
問
題
で
な
い
が
、
仏
陀
の
生
誕
地
を
領
有
す
る
事
が
、
ネ
パ
ー
ル

の
仏
教
徒
に
最
高
の
位
置
付
け
と
共
に
、
シ
ャ
キ
ャ
が
、
シ
ャ
キ
ャ
族
の
末
裔
で
あ
る
と
の
原
点
で
あ
り
、
重
要
な
問
題
点
で
あ
る
。

二
〇
一
〇
年
以
降
、
ユ
ネ
ス
コ
と
政
府
間
協
力
で
、
現
在
域
内
全
域
の
発
掘
調
査
が
継
続
中
で
あ
る
。

十　

仏
教
か
ら
見
た
ネ
パ
ー
ル
と
日
本
の
交
流
の
変
遷

　

１　

河
口
慧
海
師
（
一
八
六
六
〜
一
九
四
五
）

　

同
師
は
、
一
八
九
九
年
一
月
〜
一
九
〇
二
年
五
月
、
初
め
て
の
日
本
人
僧
侶
と
し
て
、
ネ
パ
ー
ル
・
カ
ト
マ
ン
ズ
、
チ
ベ
ッ
ト
族
の

一
〇
一



村
か
ら
徒
歩
で
山
脈
を
越
え
カ
イ
ラ
ス
経
由
で
チ
ベ
ッ
ト
首
都
ラ
サ
に
渡
来
し
た
。
滞
在
三
年
間
の
間
、
チ
ベ
ッ
ト
僧
と
し
て
、
セ
ラ

寺
の
大
学
に
合
格
、
修
学
僧
と
し
て
全
力
で
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
勉
学
や
経
典
の
原
典
の
収
集
に
努
め
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
三
世
に
拝

謁
し
た
。
そ
の
後
、
正
体
が
露
顕
し
そ
う
に
な
っ
て
急
遽
脱
出
し
た
が
、
ダ
ー
ジ
リ
ン
で
チ
ベ
ッ
ト
の
恩
人
が
投
獄
さ
れ
た
と
聞
き
、

一
九
〇
三
年
二
回
目
の
カ
ト
マ
ン
ズ
入
り
を
果
た
し
、
歴
代
ラ
ナ
将
軍
の
首
相
中
、
随
一
の
名
君
チ
ャ
ン
ド
ラ
・
シ
ャ
ム
シ
ェ
ー
ル
・

ラ
ナ
首
相
（
マ
ハ
ラ
ジ
ャ
、
以
下
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
）
と
会
見
し
た
。
チ
ャ
ン
ド
ラ
は
、
同
師
の
恩
人
の
誠
心
誠
意
の
助
命
嘆
願
文
に
感

歎
し
、
仲
介
者
と
し
て
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
十
三
世
へ
の
助
命
奏
上
文
送
付
の
許
可
を
与
え
、
同
時
に
多
数
の
経
文
・
仏
像
を
下
賜
し

た
。
チ
ャ
ン
ド
ラ
は
、
日
本
の
漢
訳
『
大
蔵
経
』
と
ネ
パ
ー
ル
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
仏
典
の
交
換
を
提
案
し
た
た
め
、
河
口
氏
は
帰
国

後
一
九
〇
五
年
二
〜
一
二
月
三
度
目
の
カ
ト
マ
ン
ズ
入
り
の
折
、チ
ャ
ン
ド
ラ
に
黄
檗
版
『
大
蔵
経
』
を
贈
呈
し
た
。
チ
ャ
ン
ド
ラ
は
、

国
内
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
版
『
一
切
蔵
経
』
を
贈
り
、河
口
師
は
、梵
語
研
究
と
梵
文
経
典
の
収
集
に
努
め
た
。
同
師
が
収
集
し
た
「
河

口
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
は
現
在
東
北
大
学
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
同
師
に
よ
る
チ
ベ
ッ
ト
と
の
初
の
接
触
は
、
こ
の
よ
う
に
密
入

国
か
ら
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
同
時
に
世
に
も
格
調
の
高
い
両
国
民
間
の
交
流
を
も
っ
て
始
ま
っ
た
。
同
師
の
不
朽
の
名
著
『
西
蔵
旅

行
記
』
上
下
二
巻
は
英
訳
、
”Three Y

ears in T
IBET

” 1919 

と
し
て
出
版
さ
れ
、
後
に
改
訂
さ
れ
、
現
在
の
梵
語
研
究
と
梵
文
経

典
の
収
集
及
び
『
チ
ベ
ッ
ト
旅
行
記
』
全
五
巻
と
な
り
、
日
本
人
に
よ
る
最
初
の
貴
重
な
文
献
と
し
て
、
一
部
は
タ
カ
リ
族
の
学
校
の

教
科
書
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
一
九
一
四
〜
一
五
年
、
第
二
回
の
チ
ベ
ッ
ト
入
り
を
し
た
。
チ
ベ
ッ
ト
側
は
全
面
歓
迎
し
た
が
、
英
領

イ
ン
ド
は
極
力
阻
止
し
よ
う
と
し
た
。（
同
師
著
『
第
二
回
チ
ベ
ッ
ト
旅
行
記）
29
（

』）

　

２　

大
谷
光
瑞
（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
門
主
）
探
検
隊
関
連

　

青
木
文
教
は
、
北
イ
ン
ド
に
探
検
隊
の
一
員
と
し
て
仏
跡
巡
拝
を
し
、
大
谷
光
瑞
門
主
の
命
に
よ
り
、
一
九
一
二
年
九
月
八
日
ダ
ー

ジ
リ
ン
国
境
か
ら
ネ
パ
ー
ル
に
入
国
し
た
。
東
ネ
パ
ー
ル
仏
跡
を
踏
査
し
た
が
、
高
山
病
の
た
め
九
月
二
二
日
国
境
を
越
え
、
チ
ベ
ッ

一
〇
二



ト
入
り
を
多
田
等
観
師
（
ブ
ー
タ
ン
経
由
）
と
共
に
し
た
と
同
氏
著
『
西
蔵
遊
記
』（
一
九
二
〇
、
内
外
出
版
）
に
記
載
が
あ
る
。
清

水
黙
爾
も
一
員
と
し
て
門
主
の
命
に
よ
り
一
九
〇
二
年
ネ
パ
ー
ル
入
り
仏
跡
調
査
を
し
た
が
、
詳
細
な
記
録
は
残
っ
て
い
な
い）

30
（

。

　

３　

河
口
慧
海
・
高
楠
順
次
郎
・
長
谷
部
隆
諦
・
渓
道
元
・
増
田
慈
良
（
全
員
、
仏
教
学
・
梵
語
学
の
権
威
）

　

一
九
一
二
年
一
二
月
、
五
名
は
揃
っ
て
ル
ン
ビ
ニ
ー
を
参
拝
し
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
仏
典
、
ル
ン
ビ
ニ
ー
・
カ
ピ
ラ
ヴ
ァ
ス
ト
ゥ

を
調
査
し
、
梵
語
研
究
を
し
た
。
一
九
一
三
年
一
月
〜
二
月
、
河
口
慧
海
・
高
楠
順
次
郎
・
長
谷
部
隆
諦
は
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
に
謁
見
し
、

三
名
が
収
集
し
た
五
七
〇
点
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
写
本
は
一
九
一
五
年
に
東
京
大
学
に
寄
贈
さ
れ
、
そ
の
後
の
わ
が
国
の
仏
教
研
究
に

大
き
く
寄
与
し
た
。
河
口
慧
海
師
は
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
に
ル
ン
ビ
ニ
ー
の
重
要
性
を
提
起
し
て
い
る
。
河
口
の
み
は
名
医
と
し
て
チ
ベ
ッ

ト
で
聞
こ
え
た
噂
が
崇
っ
て
、
人
々
の
診
療
に
も
追
わ
れ
た
。
同
師
の
カ
ト
マ
ン
ズ
行
き
は
、
計
五
度
目
で
あ
っ
た）
31
（

。

　

そ
の
後
約
二
〇
年
間
、
ネ
パ
ー
ル
は
深
く
関
係
を
閉
ざ
し
、
日
本
人
の
視
界
か
ら
遠
ざ
か
り
、
日
英
の
敵
対
関
係
へ
と
転
じ
て
い
っ

た
。
そ
の
原
因
は
、
一
九
〇
二
年
の
日
英
同
盟
が
、
そ
の
後
し
ば
ら
く
日
本
人
の
イ
ン
ド
・
ネ
パ
ー
ル
に
繁
く
な
っ
た
一
因
か
も
し
れ

な
い
が
、
日
英
の
関
係
が
そ
の
後
に
次
第
に
悪
化
し
、
や
が
て
敵
対
関
係
へ
と
転
じ
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
明
治
時
代

の
生
き
て
脈
打
つ
旺
盛
な
仏
教
が
、
大
正
・
昭
和
へ
と
衰
え
て
い
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
関
係
の
復
活
は
一
九
五
一
年
王
制
復
古
を
ま

た
ざ
る
を
え
な
か
っ
た）
32
（

。

　

４　

戦
後
：
金
子
良
太
氏
（
東
洋
文
庫
）、
氏
家
覚
勝
（
高
野
山
大
学
）

　

一
九
五
五
〜
五
七
年
に
か
け
て
滞
在
し
、
ネ
ワ
ー
ル
仏
教
を
調
査
し
た
。
カ
ト
マ
ン
ズ
市
内
国
立
ビ
ル
図
書
館
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
本
の
図
録
を
収
集
し
、
調
査
報
告
論
文
を
残
し
て
い
る
。（Buddhist m

anuscripts of the Bir Library, 

『
大
正
大
学
紀
要
』

N
o.40

、1965

）
ま
た
氏
家
氏
は
、
一
九
七
〇
〜
八
八
年
に
か
け
て
滞
在
し
、
ネ
ワ
ー
ル
仏
教
を
調
査
・
研
究
し
、
そ
の
際
の
収
集
品

は
高
野
山
大
学
に
所
蔵
に
さ
れ
て
い
る）

33
（

。

一
〇
三



十
一　

ま
と
め

　

ネ
パ
ー
ル
は
中
国
と
イ
ン
ド
の
緩
衝
国
で
あ
る
が
独
立
国
で
あ
り
、
宗
教
的
色
彩
が
濃
い
。
イ
ン
ド
・
ア
ー
リ
ア
文
化
を
形
成
す
る

ヒ
ン
ズ
ー
教
と
仏
教
と
に
育
ま
れ
る
国
で
あ
る
。
一
九
七
〇
年
代
以
降
、
国
内
は
あ
ら
ゆ
る
面
で
変
化
し
た
。
総
人
口
は
二
・
三
倍
に

な
り
、
首
都
カ
ト
マ
ン
ズ
を
中
心
と
す
る
盆
地
で
は
、
二
・
八
倍
に
増
加
し
た
。
盆
地
は
、
歴
史
的
に
経
済
と
文
化
の
中
心
で
あ
っ
た
。

ヒ
ン
ズ
ー
教
と
仏
教
の
寺
院
数
は
五
〇
年
間
ほ
ぼ
変
わ
ら
ず
八
百
余
に
及
ぶ
。
古
代
か
ら
居
住
す
る
ネ
ワ
ー
ル
族
が
盆
地
と
共
に
国
内

の
主
導
的
役
割
を
果
た
し
続
け
、
王
制
以
降
の
支
配
者
は
ヒ
ン
ズ
ー
教
徒
で
あ
り
、
そ
の
勢
力
は
強
い
が
、
文
化
的
に
は
主
導
的
立
場

は
固
守
し
て
い
る
。
人
口
百
三
二
万
人
、
そ
の
内
、
三
％
が
仏
教
徒
と
し
て
の
自
覚
を
持
つ
と
い
わ
れ
、
イ
ン
ド
か
ら
伝
来
し
た
大
乗

仏
教
の
伝
統
は
生
き
て
い
る
。
チ
ベ
ッ
ト
・
ビ
ル
マ
語
系
で
あ
る
が
、
名
前
・
儀
礼
書
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
を
使
う
。
七
世
紀
か
ら
今

日
に
至
る
ま
で
密
教
の
伝
統
が
続
き
、
自
ら
の
密
教
を
金
剛
乗
と
呼
ぶ
。
彼
等
は
、
伝
統
的
に
、
祖
先
崇
拝
を
主
に
、
種
々
の
儀
礼
を

重
要
視
、執
行
し
、各
家
に
は
仏
塔
を
作
り
儀
礼
の
折
は
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。
ヴ
ャ
ジ
ラ
チ
ャ
リ
ヤ
と
シ
ャ
キ
ャ
の
上
位
僧
侶
カ
ー

ス
ト
、
特
に
青
年
の
間
で
は
、
僧
侶
や
尼
僧
に
な
る
者
が
多
く
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
背
景
に
は
、
ネ
ワ
ー
ル
仏
教
は
、
盆
地
内
に

限
定
さ
れ
、
近
年
の
急
速
な
衰
退
へ
の
仏
陀
よ
り
伝
来
の
「
出
家
主
義
」
の
本
来
の
仏
教
に
帰
ろ
う
と
す
る
考
え
が
見
ら
れ
る
。

　

チ
ベ
ッ
ト
仏
教
は
、
今
日
、
殆
ど
の
宗
派
の
寺
院
が
ボ
ー
ド
ナ
ー
ト
を
始
め
盆
地
内
に
百
余
の
僧
院
が
建
立
さ
れ
、
活
発
な
活
動
を

行
い
、
巡
礼
地
で
も
あ
る
。
そ
の
交
流
は
盆
地
か
ら
ラ
サ
迄
約
一
二
日
間
と
近
い
距
離
で
あ
り
、
国
境
越
え
の
道
路
も
あ
る
。
殆
ど
の

人
々
は
輪
廻
の
存
在
を
強
固
に
信
じ
て
い
る
。
近
年
、シ
ャ
キ
ャ
を
主
に
テ
ー
ラ
ヴ
ァ―

ダ
仏
教
も
僧
院
に
よ
る
活
動
も
活
発
で
あ
る
。

二
〇
〇
八
年
の
王
制
廃
止
、
共
和
制
以
降
、
ネ
ワ
ー
ル
仏
教
に
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
勢
力
の
増
大
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
又
、

二
〇
一
五
年
四
月
二
五
日
の
八
一
年
ぶ
り
の
大
地
震
が
、
ネ
パ
ー
ル
の
宗
教
文
化
全
般
に
如
何
な
る
影
響
を
与
え
る
か
は
未
知
で
あ
る

一
〇
四



が
、
今
後
大
き
な
変
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
の
は
必
至
と
思
わ
れ
る
。

注（１
）
川
喜
田
二
郎
編
『
ヒ
マ
ラ
ヤ
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
七
、三
一
〜
三
二
頁
参
照
。

（
２
）
宮
坂
宥
勝
『
仏
教
の
起
源
』
山
喜
房
佛
書
林
、
一
九
七
八
、六
六
〜
六
八
頁
参
照
。

（
３
）
宮
坂
、
前
掲
書　

六
四
〜
六
五
頁
参
照
。

（
４
）
川
喜
田
、
前
掲
書
、
七
四
〜
八
〇
頁
参
照
。

（
５
）
佐
藤
正
彦
著
『
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
寺
院―

ネ
パ
ー
ル
・
北
イ
ン
ド
・
中
国
の
宗
教
建
築―

』
鹿
島
出
版
会
、
二
〇
一
二
、二
二
〜
二
三
頁
参
照
。

（
６
）
西
澤
憲
一
郎
著
『
ネ
パ
ー
ル
の
歴
史―

対
イ
ン
ド
関
係
を
中
心
に―

』
勁
草
書
房
、
一
九
八
五
、一
六
五
〜
一
六
七
頁
参
照
。

（
７
）Cf., Bista D

.B. People of N
epal. Ratna Pustak Bhandar, 1989 pp.17-34.

（
８
）
日
本
ネ
パ
ー
ル
協
会
編
『
ネ
パ
ー
ル
を
知
る
た
め
の
六
〇
章
』
明
石
書
店
、
二
〇
〇
〇
、二
五
四
頁
参
照
。

（
９
）
田
中
公
明
・
吉
崎
和
美
著
『
ネ
パ
ー
ル
仏
教
』
春
秋
社
、
一
九
九
八
、一
九
七
頁
参
照
。

（
10
）
山
口
し
の
ぶ
『
ネ
パ
ー
ル
密
教
儀
礼
の
研
究
』
山
喜
房
佛
書
林
」、
二
〇
〇
六
、八
〜
一
〇
頁
参
照
。

（
11
）
田
中
・
吉
崎
、
前
掲
書
、
一
七
五
頁
参
照
。

（
12
）
田
中
・
吉
崎
、
前
掲
書
、
一
八
五
〜
一
八
六
頁
参
照
。

（
13
）
田
中
・
吉
崎
、
前
掲
書
、
一
八
七
頁
参
照
。

（
14
）
山
口
、
前
掲
書
、
一
六
頁
参
照
。

（
15
）
山
口
、
前
掲
書
、
一
七
〜
一
八
頁
参
照
。

（
16
）
立
川
武
蔵
著
『
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
歴
史
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
五
、三
八
〇
〜
三
八
一
頁
参
照
。

（
17
）
山
口
、
前
掲
書
、
六
〜
一
〇
頁
参
照
。

（
18
）
佐
藤
、
前
掲
書
、
二
二
頁
参
照
。

（
19
）Cf.,Bista, op.cit., pp.67-87.

（
20
）Cf.,Bista, op.cit., pp.55-61.

（
21
）Cf.,Bista, op.cit., pp.97-106.

（
22
）
田
中
・
吉
崎
、
前
掲
書
、
二
五
七
〜
二
四
〇
頁
参
照
。

一
〇
五



（
23
）
田
中
・
吉
崎　

前
掲
書
、
七
五
頁
参
照
。

（
24
）Cf., K

henpo Losel N
A
M
O
 BU
D
D
H
A
, T
henpo, 2008, pp.10-11.

（
25
）Cf., K

arki, B. T
he G

reat Boudha Stupa G
ov.of N

epal, Shree Boudhanath A
rea D

evelopm
ent Com

m
ittee. 2016, pp.7-8.

（
26
）
中
村
元
著
『
佛
教
語
大
事
典
』
上
、
東
京
書
籍
、
一
九
七
五
、一
五
五
頁
参
照
。

（
27
）
宮
坂
、
前
掲
書
、
二
九
四
〜
二
九
五
頁
参
照
。

（
28
）
宮
坂
、
前
掲
書
、
二
九
八
〜
三
〇
五
頁
参
照
。

（
29 

）
日
高
信
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別表一　国勢調査に見る仏教徒・ネワールの変遷

①人口の変遷

対象年 総人口 仏　教 ネワール

1961 9,413 871 ̶
1971 11,560 867 ̶
1981 15,023 799 ̶
1991 18,491 1,439 1,041
2001 22,737 2,443 1,245
2011 26,495 2,396 1,322

②比率

対象年 仏　教 ネワール

1961 9.25％ ̶
1971 7.50％ ̶
1981 5.32％ ̶
1991 7.78％ 5.63％
2001 10.74％ 5.48％
2011 9.04％ 3.20％

③対前対象年比（10年比）

対象年 総人口 仏　教 ネワール

1961 11.11％ ̶ ̶
1971 22.81％ －4.59％ ̶
1981 29.96％ －784％ ̶
1991 23.08％ 80.10％ ̶
2001 22.96％ 69.77％ 22.78％
2011 16.53％ －1.93％ 6.18％

出所：CBS: Statistical Book 1972, 1982, 1992, 2002, 2012より作成一
〇
七



別表二　　宗教別・地域別人口分布（2011年国勢調査）

①人口 （単位：千人）

東　部 中　部 中西部 西　部 極西部 合　計

ヒンズー教 4,145 7,426 3,278 4,221 2,482 21,552

仏教 458 1,409 99 403 27 2,396

イスラム教 267 556 113 220 6 1,162

キリスト教 79 165 50 54 28 376

その他 863 101 7 29 9 1,009

合計 5,812 9,657 3,547 4,927 2,552 26,495

出所：CBS: National Population and Houding Census 2011

②比率 （単位：％）

東　部 中　部 中西部 西　部 極西部 合　計

ヒンズー教 71.32％ 76.90％ 92.42％ 85.67％ 97.26％ 81.34％

仏教 7.88％ 14.59％ 2.79％ 8.18％ 1.06％ 9.04％

イスラム教 4.59％ 5.76％ 3.19％ 4.47％ 0.24％ 4.39％

キリスト教 1.36％ 1.71％ 1.41％ 1.10％ 1.10％ 1.42％

その他 14.85％ 1.05％ 0.20％ 0.59％ 0.35％ 3.81％

合計 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％

出所：CBS: National Population and Houding Census 2011

③性別・地域別（ヒンズー教　仏教） （単位：千人）

東　部 中　部 中西部 西　部 極西部 合　計

ヒンズー教 4,145 7,426 3,278 4,221 2,482 21,552
男 2,003 3,746 1,576 1,963 1,183 10,471
女 2,142 3,680 1,702 2,258 1,299 11,080
仏教 458 1,409 99 403 27 2,396
男 214 683 47 182 13 1,140
女 244 726 52 221 14 1,256
出所：CBS: National Population and Houding Census 2011
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別表三　ネワール族関連
①人口・母語 （単位：千人　％）

東　部 中　部 中西部 西　部 極西部 合　計
人口 5,812 9,657 3,547 4,927 2,552 26,495
ネワール 175 970 23 147 7 1,322
地域別比 3.01％ 10.04％ 0.65％ 2.98％ 0.27％ 4.99％
（参考）ネワール男 83 476 11 68 4 642
　　　　　　女 92 494 12 79 3 680

出所：CBS: Statistical Year Book of Nepal 2015

②カトマンズ盆地内分布 （単位：千人　％）

カトマンズ パタン バクタプール
総人口 1744 468 305
男 913 238 155
女 831 230 150
ネワール（族） 383 156 139
比率 21.96％ 33.33％ 45.57％
宗教
ヒンズー教 80.01％ 73.53％ 87.85％
仏教 15.39％ 19.27％ 9.18％
イスラム教 1.25％ 0.66％ 0.48％
キリスト教 2.33％ 5.02％ 1.97％
其の他 1.02％ 1.52％ 0.52％
計 100％ 100％ 100％
出所：Demographic Profi le of Nepal 2013/2014

③カトマンズ盆地内男女構成 （単位：千人）

カトマンズ パタン バクタプール
男 女 男 女 男 女

ネワール 190 193 77 79 69 70
比率 20.81％ 23.23％ 32.35％ 34.35％ 44.52％ 46.67％
宗教
ヒンズー教 735 661 177 168 136 131
仏教 135 134 45 45 14 13
イスラム教 15 7 2 1 1 1
キリスト教 19 21 11 12 3 3
其の他 9 8 3 4 1 2
計 913 831 238 230 155 150
出所：Demographic Profi le of Nepal 2013/2014
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別表四　仏教系諸民族人口分布

①人口・母語 （単位：千人　％）

民族名 人口 総人口比 男 女 母語人口 総母語比

シェルパ 112 0.42％ 54 58 115 0.43％

タマン 1,540 5.81％ 745 795 1,353 5.11％

タカリ 426 1.61％ 204 222 5 0.02％

ロパ 4 0.02％ 2 2 3 0.01％

ボテ 10 0.04％ 5 5 9 0.03％

グルン 523 1.97％ 239 284 326 1,23％

マガル 1,888 7.13％ 875 1,013 789 2.98％

②カトマンズ盆地内 （単位：千人　％）

カトマンズ パタン バクタプール

民族名 人口 総人口比 人口 総人口比 人口 総人口比

シェルパ 23.5 0.13％ 1.0 0.21％ 0.3 0.10％

タマン 192.3 11.03％ 61.3 13.10％ 27.2 8.93％

タカリ 21.8 1.25％ 3.2 0.68％ 1.3 0.43％

ロパ 0.0 0.00％ 0.0 0.00％ 0.0 0.00％

ボテ 1.8 0.10％ 0.0 0.00％ 0.0 0.00％

グルン 45.8 2.63％ 6.0 1.28％ 1.7 0.56％

マガル 70.1 4.02％ 21.9 4.68％ 6.8 2.23％

計 355.3 20.37％ 93.4 19.95％ 37.3 12.24％

総人口比 1,744.2 468.1 304.7

出所：CBS: National Population and Houding Census 2011
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